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下級裁判所裁判官指名諮問委員会（第６１回）議事要旨 

 

（下級裁判所裁判官指名諮問委員会庶務） 

 

１ 日時 

平成２５年１２月２０日（金）１３：３０～１５：０５ 

２ 場所 

最高裁判所中会議室 

３ 出席者 

（委 員）伊藤眞，稲川龍也，井堀利宏，岩井重一，大竹たかし，田中成明（委員

長），中田裕康，夏樹静子，平木典子，明賀英樹，村瀬均（敬称略） 

（庶 務）中村総務局長，小林審議官 

（説明者）安浪人事局長，前澤人事局任用課長 

４ 議題 

（１）協議 

・ 平成２６年１月の新任判事補候補者について 

・ 平成２６年１月の出向からの復帰候補者について 

（２）次回の予定等について 

５ 議事 

（１）協議 

庶務から，前回の委員会以後の経過として，平成２６年上半期の判事補から

判事への任命候補者，判事の再任候補者及び平成２６年４月期の弁護士任官候

補者についての答申を最高裁判所に報告したこと並びに平成２６年４月期の弁

護士任官候補者についての最高裁判所における審議結果が報告された。 

また，最高裁判所から，平成２６年１月の新任判事補候補者及び平成２６年

１月の出向からの復帰候補者について，それぞれ指名の適否について諮問を受
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けたことが報告された。 

 ・ 平成２６年１月の新任判事補候補者について 

庶務から，１２月１７日午後１時２５分から作業部会を開催したこと，本日

までに，新任判事補候補者９９人のうち，２人が任官希望を取り下げたことに

より，今回の審議対象から外れたことが説明された。 

作業部会長である伊藤委員から，作業部会の検討結果について報告された。

作業部会の検討結果を踏まえて，指名候補者９７人について，判事補に任命さ

れるべき者として指名することの適否について審議され，審議の結果，９６人

については指名することが適当であると，１人については指名することは適当

でないと最高裁判所に答申することとされた。 

 ・ 平成２６年１月の出向からの復帰候補者について 

   裁判官から出向している指名候補者１人について，候補者の略歴，出向先か

ら得た候補者の執務状況等に基づき，判事に任命されるべき者として指名する

ことの適否について審議され，審議の結果，指名することが適当であると最高

裁判所に答申することとされた。 

 ・ 新任判事補候補者の提出する採用申込書面の記載内容につき委員から感想が

述べられ，若干の意見交換がされた。 

（２）次回の予定等について 

 ・ 平成２６年６月以降の委員会開催予定について 

庶務から，「平成２６年６月以降の委員会の日時について」及び「指名諮問

委員会のスケジュール案（平成２６年度）」に基づき，今後の審議スケジュー

ルが提案され，了承された。 

 ・ 次回の予定について 

   次回の委員会は，平成２６年２月２１日（金）午後１時３０分から開催され，

平成２６年下半期の再任（判事任命）候補者等について審議することとなった。 

                                            以 上  


